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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-1 第 2節 計画の性格 

 

この計画は、災害対策基本法第40 条の規定に

基づき岩手県防災会議が策定する「岩手県地域防

災計画」の「火山災害対策編」として、火山災害

に対処するため必要な予防・応急対策及び復旧・

復興に関する事項について定めるものである。 

第 2節 計画の性格 

 

この計画は、災害対策基本法第40 条の規定に

基づき岩手県防災会議が策定する「岩手県地域防

災計画」の「火山災害対策編」として、火山災害

に対処するため必要な予防・応急対策及び復旧・

復興に関する事項について定めるものである。 

また、活動火山対策特別措置法（昭和48年法律

第61号）の規定により、この計画に定めるべきと

された事項については、今後、火山防災協議会の

意見を踏まえて規定するものである。 

修正 

理由 

○ 活動火山対策特別措置法の改正に伴い、同法に規定する法定事項については、火山災害対策編に

今後記載することを明記するもの 
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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-1 第 3節 火山防災の基本理念 

 

1 関係機関との連携 

○ 火山災害は、次のような特徴を有することか

ら、行政機関、防災関係機関、学識者において

は、県が設置する火山防災協議会の 共同検討

を通じて、役割分担を明確にした上で、互いに

連携し、火山防災対策を進めることが必要であ

る。 

特に、火山災害の特殊性に鑑み、学識者等専

門家との緊密な連携を図るものとする。 

(1)～(4) ［略］ 

○ ［略］ 

 

2 ［略］ 

第 3節 火山防災の基本理念 

 

1 関係機関との連携 

○ 火山災害は、次のような特徴を有することか

ら、行政機関、防災関係機関、学識者において

は、県及び市町村 が 共同で 設置する火山防災

協議会の 検討 を通じて、役割分担を明確にし

た上で、互いに連携し、火山防災対策を進める

ことが必要である。 

特に、火山災害の特殊性に鑑み、学識者等専

門家との緊密な連携を図るものとする。 

(1)～(4) ［略］ 

○ ［略］ 

 

2 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の修正をするもの 
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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-2 

 

 

 

 

 

3-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-5 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1～3 ［略］ 

 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1～3 ［略］ 

 

4 指定公共機関 4 指定公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

  ［略］    ［略］  

 東日本電信電話(株)岩手支

店 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ(株) 

ソフトバンクテレコム(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモバイル(株) 

 ［略］   東日本電信電話(株)岩手支

店 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ(株) 

 

(株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンク(株) 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

 

5・6 ［略］ 

 

5・6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 指定公共機関の合併等に伴い、所要の修正をするもの 
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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-10 

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

 

3 地勢、地質 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 火山 

ア ［略］ 

イ 各火山の状況 

  ① 八幡平 

主に安山岩の成層火山群で 硫気孔 ・温

泉・泥火山が多い。昭和 48 年、平成８年

に地震が群発したが、噴火記録はない。 

  ② 岩手山 

    玄武岩・安山岩の西岩手・東岩手の 2 成

層火山が結合した火山である。東岩手山の

方が新しく、薬師火口内にある中央火口

丘・妙高岳では、数箇所で弱い噴気が認め

られる。有史後の噴火は、西岩手山大地獄

谷（現在も硫気活動活発）での小爆発 1 回

のほかは、全て東岩手山である。爆発型噴

火が特徴であるが溶岩を流出したことも

ある（17・18 世紀）。 

    平成 7 年に初めて火山性微動が観測さ

れて以降、平成 10 年 2 月から地震活動が

活発化し、6 月には盛岡地方気象台から今

後さらに火山活動が活発化した場合には

噴火のおそれもあるとの臨時火山情報が

出された。その後、地震回数は減少したも

のの、通常の状態に比べ高いレベルにあ

り、低周波地震・単色地震の発生、黒倉山・

大地獄谷の活発な噴気現象などから予断

を許さない状況が続いた。 

岩手山の活動状況の詳細については、資

料編 1－6－5（地震回数の推移は資料編 1

－6－6）のとおり。また、岩手山の噴火の

歴史については、資料編 1－6－7 のとお

り。 

  ③ ［略］ 

  ④ 栗駒山 

    安山岩の二重式火山。外輪山は成層火山

で、南側だけが残存し、中央火口丘の剣岳

は平坦な溶岩円頂丘で、硫気活動が盛んで

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

 

3 地勢、地質 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 火山 

ア ［略］ 

イ 各火山の状況 

  ① 八幡平 

主に安山岩の成層火山群で 噴気孔 ・温

泉・泥火山が多い。昭和 48 年、平成８年

に地震が群発したが、噴火記録はない。 

  ② 岩手山 

    玄武岩・安山岩の西岩手・東岩手の 2 成

層火山が結合した火山である。東岩手山の

方が新しく、薬師火口内にある中央火口

丘・妙高岳では、数箇所で弱い噴気が認め

られる。有史後の噴火は、西岩手山大地獄

谷（現在も 噴気活動 活発）での小爆発 1 回

のほかは、全て東岩手山である。爆発型噴

火が特徴であるが溶岩を流出したことも

ある（17・18 世紀）。 

    平成 7 年に初めて火山性微動が観測さ

れて以降、平成 10 年 2 月から地震活動が

活発化し、6 月には盛岡地方気象台から今

後さらに火山活動が活発化した場合には

噴火のおそれもあるとの臨時火山情報が

出された。その後、地震回数は減少したも

のの、通常の状態に比べ高いレベルにあ

り、低周波地震・単色地震の発生、黒倉山・

大地獄谷の活発な噴気現象などから予断

を許さない状況が続いた。 

岩手山の活動状況の詳細については、資

料編 1－6－5（地震回数の推移は資料編 1

－6－6）のとおり。また、岩手山の噴火の

歴史については、資料編 1－6－7 のとお

り。 

  ③ ［略］ 

  ④ 栗駒山 

    安山岩の二重式火山。外輪山は成層火山

で、南側だけが残存し、中央火口丘の剣岳

は平坦な溶岩円頂丘である。有史後の活動
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ある。有史後の活動は、昭和 19 年の爆発

火口内での噴火・泥土噴出など。周辺では

地震活動が活発である 。 

 ウ ［略］ 

 

4 ［略］ 

は、昭和 19 年の爆発火口内での噴火・泥

土噴出など。現在では、火山活動は平穏な

状態である 。 

 ウ ［略］ 

 

4 ［略］ 

修正 

理由 

○ 栗駒山の状況について、見直しを行うもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1節 災害予測図作成計画 

 

第 1 基本方針 

1 国、県及び市町村は、火山災害に備えて的確

な判断や対応ができるように、災害の種類や規

模、地域の危険度を把握し、災害予測図等の整

備を行う。 

2 県及び市町村は、火山防災マップ等を活用し

て、住民に対し予想危険区域や避難場所等に関

する啓発・周知を実施する。 

 

第 2 実施要領 

○ 国、県及び市町村は、学識者・専門家等の協

力を得て、火山活動に伴い発生する恐れがある

火山災害要因毎の予想危険区域や避難場所等

を示した火山防災マップを作成し、防災対策及

び住民避難対策に活用する。 

○ 市町村は、火山防災マップをもとに、地区別

等の避難経路等を明記した詳細火山防災マッ

プを作成する。 

○ 国、県、市町村その他の防災関係機関は、火

山防災マップをもとに事態想定を行い、対策の

手順等を検討する。 

○ 国、県及び市町村は、事態想定をもとに、図

上演習等の手法を導入し、本部訓練を実施す

る。 

○ 県及び市町村は、防災マップ等を活用した住

民等への説明会や勉強会、シンポジウム等の開

催や防災訓練の実施を通じ、住民等の防災意識

を啓発する。 

第 1節 火山防災協議会活動計画 

 

第 1 基本方針 

1 活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警

戒地域（以下「警戒地域」という。）に指定さ

れた県及び関係市町は、共同して火山防災協議

会を設置する。 

2 県及び関係市町は、火山防災協議会において、

警戒避難体制の整備に関する事項について、協

議する。 

3 県及び関係市町は、火山防災協議会の意見を

踏まえ、当該警戒地域ごとに、警戒避難体制に

関する事項について地域防災計画に定める。 

 

第 2 火山防災協議会の組織 

○ 警戒地域に指定された県及び次の市町は、共

同して次の火山防災協議会を設置する。 

ア 岩手山火山防災協議会 

   盛岡市、八幡平市、滝沢市及び雫石町 

 イ 秋田駒ヶ岳火山防災協議会 

   雫石町 

 ウ 栗駒山火山防災協議会 

   一関市 

○ 火山防災協議会は、関係県、関係市町、気象

台、地方整備局、自衛隊、警察、消防機関、学

識者、観光事業者等により構成する。 

○ 火山防災協議会は、必要に応じて、検討事項

に応じた作業部会等を設置する。 

 

第 3 火山防災協議会における協議事項等 

○ 県、関係市町その他の防災関係機関は、火山

防災協議会において、噴火シナリオの作成、火

山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの設

定、避難計画の策定等、一連の警戒避難体制の

整備に関する取組について、地域の実情に応じ

て必要な事項を協議する。 

○ 関係市町は、火山防災協議会で協議した火山

ハザードマップに避難場所その他の防災上必

要な情報を付加した火山防災マップを作成す

る。 

○ 県、関係市町その他の防災関係機関は、火山

防災協議会の場を活用して退避壕及び退避舎

等の必要性等、避難施設の整備等について検討
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する。 

 

第 4 警戒地域の指定に基づき地域防災計画に定

める事項 

1 県 

○ 県は、火山防災協議会の意見を踏まえ、県地

域防災計画において、警戒地域ごとに、火山現

象の発生及び推移に関する情報収集及び伝達

に関する事項、火山に関する予報・警報・情報

の発表及び伝達に関する事項、市町地域防災計

画に避難のための措置について定める際の基

準に関する事項、避難及び救助に係る広域調整

に関する事項その他必要な警戒避難体制に関

する事項について定める。 

2 関係市町 

○ 警戒地域の指定のあった市町は、火山防災協

議会の意見を踏まえ、市町地域防災計画におい

て、警戒地域ごとに、火山現象の発生及び推移

に関する情報収集及び伝達に関する事項、火山

に関する予報・警報・情報の発表及び伝達に関

する事項、噴火警戒レベルの運用による入山規

制及び避難指示等、避難のための措置について

市町村長が行う通報及び警告に関する事項、避

難場所及び避難経路に関する事項、火山現象に

係る避難訓練に関する事項、救助に関する事項

その他必要な警戒避難体制に関する事項につ

いて定める。 

○ 関係市町は、警戒地域内の不特定かつ多数の

者が利用する施設又は要配慮者利用施設で噴

火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ

迅速な避難を確保する必要がある施設（以下

「避難促進施設」という。）について、名称及

び所在地を市町地域防災計画に規定する。 

○ 関係市町は、避難促進施設について、火山現

象発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速

な避難の確保が図られるよう、市町地域防災計

画に火山現象の発生及び推移に関する情報、予

報並びに警報等の伝達方法等を定める。 

修正 

理由 

○ 活動火山対策特別措置法の改正を踏まえ、火山防災協議会の組織及び協議事項について規定する

ため、火山防災協議会活動計画を新たに規定するもの 

○ 活動火山対策特別措置法の改正を踏まえ、火山災害警戒地域の指定に伴い、県及び市町村が地域

防災計画に定める事項について新たに規定するもの 

○ 火山防災マップ等については、火山防災協議会における学識者等との協議を踏まえ、作成するこ

ととしており、「災害予測図作成計画」に規定された事項と同様の趣旨の内容が「火山防災協議会

活動計画」に規定されることから、「災害予測図作成計画」については削除するもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

  県、市町村その他の防災関係機関は、職員に

対して防災教育を実施するとともに、広く住民

等に対して防災知識の普及に努め、自主防災思

想の普及、徹底を図る。また、被災時の男女の

ニーズの違い等男女双方の視点にも配慮する。 

 

 

 なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者、

障がい者等要配慮者に十分配慮するとともに、

地域において要配慮者を支援する体制の整備

を図る。 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ 防災関係機関は、住民・登山者・観光客等滞

在者の防災に対する意識の高揚を図り、火山災

害時において、正しい知識と判断をもって行動

できるよう、防災士その他防災に関する知識を

有する もの と連携しながら、次の方法等を利

用して、防災知識の普及徹底を図る。 

 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者等

要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者

を支援する体制の整備を図る。 

ア～キ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 火山災害の特性、平常時における心得、災害

時における心得、避難方法については、次の事

項を基本として普及を図る。 

ア～ウ ［略］ 

エ 避難方法（噴火時、又は噴火の危険性が高

い場合） 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 融雪による火山泥流 

融雪による火山泥流は高速（時速 60km）

で流れるため、速やかな避難が必要であ

る。 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

  県、市町村その他の防災関係機関は、職員に

対して防災教育を実施するとともに、広く住民

等に対して 火山に関する知識や火山噴火の特

性等、火山防災に関する 防災知識の普及に努

め、自主防災思想の普及、徹底を図る。また、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視

点にも配慮する。 

  なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者、

障がい者等要配慮者の多様なニーズに十分配

慮するとともに、地域において要配慮者を支援

する体制の整備を図る。 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ 防災関係機関は、住民・登山者・観光客等滞

在者の防災に対する意識の高揚を図り、火山災

害時において、正しい知識と判断をもって行動

できるよう、観光事業者及び 防災士その他防災

に関する知識を有する者と連携しながら、次の

方法等を利用して、防災知識の普及徹底を図

る。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者等

要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者

を支援する体制の整備を図る。 

ア～キ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 火山災害の特性、平常時における心得、災害

時における心得、避難方法については、次の事

項を基本として普及を図る。 

ア～ウ ［略］ 

エ 避難方法（噴火時、又は噴火の危険性が高

い場合） 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 融雪による火山泥流 

融雪による火山泥流は高速（時速 60km

を超えることもある ）で流れるため、速

やかな避難が必要である。 
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噴火の危険性が高い状況になった場合

は、火山情報などに十分注意し、できるだ

け早く到達範囲の外に避難する。万が一、

避難が遅れた場合には、少しでも高いとこ

ろに逃げる。 

 

4～6 ［略］ 

噴火の危険性が高い状況になった場合

は、火山情報などに十分注意し、できるだ

け早く到達範囲の外に避難する。万が一、

避難が遅れた場合には、少しでも高いとこ

ろに逃げる。 

 

4～6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山防災に関する防災知識の普及について記載するもの 

○ 防災知識の普及に係る観光事業者等との連携について記載するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4節 防災訓練計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 実施方法 

○ 県及び市町村は、災害対策基本法に基づき、

自ら主催者及び実施者となり、広く防災関係機

関に参加を呼びかけ、訓練の目的を明確にした

上で、防災訓練を実施するとともに、訓練結果

の事後評価を通じて成果及び課題を明らかに

し、その改善に努める。 

○ ［略］ 

 ア・イ ［略］ 

 

 

 

 

2 実施に当たって留意すべき事項 

【本編・第 2 章・第 3 節・第 2・2 参照】 

 

○ 訓練の実施に当たっては、岩手山火山防災マ

ップや噴火を想定した仮想シナリオを活用す

るなど、地域のおかれている地勢的な条件等を

考慮し、より実際的な災害想定を行う。 

 

3 ［略］ 

第 4節 防災訓練計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 実施方法 

○ 県及び市町村は、災害対策基本法に基づき、

自ら主催者及び実施者となり、広く防災関係機

関 及び観光事業者等 に参加を呼びかけ、訓練

の目的を明確にした上で、防災訓練を実施する

とともに、訓練結果の事後評価を通じて成果及

び課題を明らかにし、その改善に努める。 

○ ［略］ 

 ア・イ ［略］ 

 ウ 防災訓練の実施に当たっては、住民のみな

らず登山者や観光客等への対応についても

想定する。 

 

2 実施に当たって留意すべき事項 

【本編・第 2 章・第 3 節・第 2・2 参照】 

 

○ 訓練の実施に当たっては、火山防災マップ

や 噴火シナリオ等 を活用するなど、地域のお

かれている地勢的な条件等を考慮し、より実際

的な災害想定を行う。 

 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山災害に係る防災訓練への観光事業者等の参加の呼びかけについて規定するもの 

○ 防災訓練は、登山者や観光客等についても想定して行うことについて規定するもの 

○ 訓練の実施に当たっては、火山防災マップ及び噴火シナリオ等を活用することについて規定する

もの 



11 

 

火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

 ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 地震観測施設 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

 ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 地震観測施設 

 施 設

名 

箇所

数 
設置場所 

  施設

名 

箇所

数 
設置場所 

 

 ［略］  ［略］ 

地震

計 

6 岩手葛巻、岩手田野畑、岩手大

迫、大船渡猪川、一関舞川、宮

古長沢 

多機

能型

地震

計 

8 岩手葛巻、岩手田野畑、岩手大

迫、大船渡猪川、一関舞川、宮

古長沢 、岩手雫石、久慈枝成沢 

震 度

観 測

点 

18 気象官署 1、地震計 5、宮古市鍬

ヶ崎、久慈市川崎町、二戸市福

岡、北上市柳原町、奥州市水沢

区大鐘町、釜石市只越町、大船

渡市大船渡町、洋野町種市 、八

幡平市大更、雫石町千刈田、山

田町八幡町、一関市大東町 

 震度

観測

点 

20 気象官署 1、多機能型地震計設置

場所（一関舞川を除く 7 箇所）、

宮古市鍬ヶ崎、久慈市川崎町、

二戸市福岡、北上市柳原町、奥

州市水沢区大鐘町、釜石市只越

町、大船渡市大船渡町、岩手洋

野町種市 、八幡平市大更、雫石

町千刈田、山田町八幡町、一関

市大東町 

(6) 火山観測施設 

   ［略］ 

(6) 火山観測施設 

   ［略］ 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

 施設等名 箇所数 設置機関   施設等名 箇所数 設置機関  

 ［略］  ［略］ 

岩手山遠望 

観測施設 

  

カ メ

ラ 17 

 13 

 

 ［略］ 岩手山遠望 

観測施設 

  

カメラ 

20 

 16  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

［略］  ［略］ 

○ ［略］ 

 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 

○ ［略］ 

 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 
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3-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 気象庁は、防災関係機関が行う防災活動の迅

速な立ち上がりに資するよう、情報の伝達体制

を整備するとともに、防災気象情報を適時・的

確に発表し、報道機関の協力を得て住民に周知

するよう努める。 

○ 気象庁は、防災関係機関が行う防災活動の迅

速な立ち上がりに資するよう、情報の伝達体制

を整備するとともに、防災気象情報を適時・的

確に発表し、報道機関の協力を得て住民に周知

するよう努める。 

 通信施設 伝達先   通信施設 伝達先  

 
デ
ー
タ
通
信
回
線 

有 線

デ ー

タ 回

線 

  
デ
ー
タ
通
信
回
線 

有 線

デ ー

タ 回

線 

 

  ［略］    ［略］  

 部外無線

施設 

① 岩手県防災行政情報通信ネッ

トワーク（岩手県） 

  部外無線

施設 

岩手県防災行政情報通信ネットワ

ーク（岩手県） 

 

  ［略］    ［略］  

○ ［略］ 

① 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

○ ［略］ 

① 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

 種類 内容   種類 内容  

  ［略］    ［略］  

 噴火予報 噴火警報を解除する場合、または

火山活動が静穏（平常 ）な状態が

続くことを知らせる場合にその旨

を発表。 

  噴火予報 噴火警報を解除する場合、または火

山活動が静穏（活火山であることに

留意 ）な状態が続くことを知らせ

る場合にその旨を発表。 

 

 降灰予報

（定時） 

噴火警戒レベルが上がるなど活動

が高まった火山について、噴火し

た場合に予想される降灰範囲や小

さな噴石の落下範囲を噴火の発生

に関わらず 定期的に発表。 

  降灰予報

（定時） 

噴火警報発表中の火山で、予想され

る噴火により住民等に影響を及ぼ

す降灰のおそれがある場合におい

て、噴火の発生に関わらず、一定規

模の噴火を仮定して、18時間先（3

時間ごと）までに噴火した場合に

予想される降灰範囲や小さな噴石

の落下範囲 について 定期的に発

表。 

 

  ［略］    ［略］  

 火山現象

に関する

情報等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外

に、火山活動の状況等をお知らせ

するための情報等で、気象庁及び

仙台管区気象台が発表。 

 

 

 

・ ［略］ 

  火山現象

に関する

情報等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外

に、火山活動の状況等をお知らせす

るための情報等で、気象庁及び仙台

管区気象台が発表。 

臨時に発表する際は、火山活動のリ

スクの高まりが伝わるよう、臨時の

発表であることを明示して発表。 

・ ［略］ 

 

   噴火速報 常時観測火山において、初めて噴火

した場合、また、継続的に噴火して

いる火山でそれまでの規模を上回

る噴火を確認した場合に発表。視界

 

気象庁 
盛岡地方気象台 

花巻空港出張所 
気象庁 盛岡地方気象台 
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3-2-11 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-12 

 

 

 

 

 

 

3-2-13 

不良により遠望カメラでの確認が

できない場合でも、地震計や空振計

のデータで推定できる場合は、「噴

火したもよう」として発表。 

②噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火

警報・噴火予報 

②噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火

警報・噴火予報 

 
名称 

対象範

囲 

噴火警戒レベル 

（キーワード） 

発表基

準 

  
名称 

対象範

囲 

噴火警戒レベル 

（キーワード） 

発表基

準 

 

  ［略］    ［略］  

 噴火

予報 

 ［略］ レベル１ 

（平常 ） 

 ［略］   噴火

予報 

［略］ レベル１ 

（活火山であるこ

とに留意 ） 

 ［略］  

③噴火警戒レベルが運用されていない火山の噴

火警報・噴火予報 

③噴火警戒レベルが運用されていない火山の噴

火警報・噴火予報 

 
名称 

対象範

囲 
キーワード 

発表基

準 

  
名称 

対象範

囲 
キーワード 

発表基

準 

 

  ［略］    ［略］  

 噴火

予報 

 ［略］ 平常  ［略］   噴火

予報 

 ［略］ 活火山であること

に留意 

 ［略］  

④・⑤ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 周辺市町村は、住民等 が火山活動に関する

異常現象を発見した場合には、発見者から市町

村、県及び盛岡地方気象台等に迅速かつ的確に

通報するよう、周知徹底する。 

 

  ［略］ 

④・⑤ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 周辺市町村は、山小屋の管理人及び住民等

が火山活動に関する異常現象を発見した場合

には、発見者から市町村、県及び盛岡地方気象

台等に迅速かつ的確に通報するよう、周知徹底

する。 

  ［略］ 

修正 

理由 

○ 気象予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ 山小屋の管理人が火山活動に関する異常現象を発見した場合の通報について記載するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 避難対策計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、火山災害から住民及び観光客等の

生命、財産を守るため、避難計画を作成し、避

難場所、避難道路等の整備を進めるとともに、

住民及び観光客等への周知徹底を図る。 

 

なお、避難計画の作成の際には、異常データ

観測・活動活発期における注意喚起、自主避

難・避難行動要支援者等の事前避難に対応する

内容や、気象庁が発表する噴火警戒レベル及び

噴火警報の基準に適合した内容を盛り込むこ

と。 

2・3 ［略］ 

 

第 2 避難計画の作成 

1 市町村の避難計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本編・第2 章・第5 節・第2・1 参照】 

 

2 学校、病院、社会福祉施設等 における 避難計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 避難対策計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、火山災害から住民 、登山者 及び観

光客等の生命、財産を守るため、避難計画を作

成し、避難場所、避難道路等の整備を進めると

ともに、住民及び観光客等への周知徹底を図

る。 

なお、避難計画の作成の際には、異常データ

観測・活動活発期における注意喚起、自主避

難・避難行動要支援者等の事前避難に対応する

内容や、気象庁が発表する噴火警戒レベル及び

噴火警報の基準に適合した内容を盛り込むこ

と。 

2・3 ［略］ 

 

第 2 避難計画の作成 

1 市町村の避難計画 

○ 警戒地域の指定があった市町は、火山防災協

議会での協議を踏まえて策定した避難計画の

内容について、市町村地域防災計画に規定す

る。 

○ 関係市町は、円滑かつ迅速な避難のために、

火山ハザードマップに避難対象地域等の避難

計画の内容、噴火警戒レベルの解説、情報伝達

に関する事項など、実際に避難行動をとる住民

や登山者に必要な防災情報を付け加えた火山

防災マップを作成し、住民等に周知する。 

 

 

2 避難促進施設 における 避難確保計画 

 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、火山現

象の発生及び推移に関する情報伝達に関する

事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関す

る事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等

を定めた避難確保計画を作成・公表し、関係市

町に報告する。 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、作成し

た避難確保計画に基づき、避難訓練を実施し、

その結果について関係市町に報告する。 

○ 関係市町は、避難促進施設に係る避難確保計

画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助
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【本編・第2 章・第5 節・第2・2 参照】 

 

3 ［略］ 

 

言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者に

よる取組の支援に努める。 

 

 

3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 避難場所等の整備等 

1 避難場所等の整備 

○ 市町村は、次の事項に留意し、施設の管理者

の同意を得て、地域の実情に応じ、地区ごとに

避難場所等を指定するとともにその整備に努

める。 

この場合、過去の災害の状況や新たな知見等

を踏まえ、避難場所等の指定について、必要に

応じて随時見直しを行う。 

第 3 避難場所等の整備等 

1 避難場所等の整備 

○ 市町村は、次の事項に留意し、施設の管理者

の同意を得て、地域の実情に応じ、地区ごとに

避難場所等を指定するとともにその整備に努

める。 

この場合、過去の災害の状況や新たな知見等

を踏まえ、避難場所等の指定について、必要に

応じて随時見直しを行う。 

 避難

場所 

ア～ウ ［略］ 

エ 避難者1人当たりの必要面積をおお

むね2平方メートル以上とし、対象避

難地区すべての住民（昼間人口を考慮

する）を 収容できるような 場所であ

ること。 

オ・カ ［略］ 

  避難

場所 

ア～ウ ［略］ 

エ 避難者1人当たりの必要面積をおお

むね2平方メートル以上とし、対象避

難地区すべての住民（昼間人口を考慮

する）を 受入れ可能な 場所であるこ

と。 

オ・カ ［略］ 

 

  ［略］    ［略］  

2・3 ［略］ 

 

第 6 避難に関する広報 

○ 県及び市町村は、住民が的確な避難行動をと

ることができるよう、平常時から、避難場所、

火山災害を想定した 防災マップ 、広報誌、イ

ンターネット、パンフレット等の活用、講習会、

避難防災訓練の実施など、あらゆる機会を利用

して、避難に関する広報活動を行い、住民に対

する周知徹底を図る。 

  ［略］ 

 

 

 

 

 

 

第 8 火山災害に対する住民等の予防措置 

1 ［略］ 

2 登山者等の予防措置 

ア・イ ［略］ 

ウ 次の場合は、周囲に声をかけながら、直ちに

2・3 ［略］ 

 

第 6 避難に関する広報 

○ 県及び市町村は、住民が的確な避難行動をと

ることができるよう、平常時から、避難場所、

火山災害を想定した 火山防災マップ 、広報誌、

インターネット、パンフレット等の活用、講習

会、避難防災訓練の実施など、あらゆる機会を

利用して、避難に関する広報活動を行い、住民

に対する周知徹底を図る。 

  ［略］ 

○ 県及び市町村は、登山者等の情報を把握する

ため、登山者等に対して、登山者カード（登山

計画書）の記入、いわてモバイルメールへの登

録等を行うよう、観光施設等と連携し、広報活

動を行う。 

 

第 8 火山災害に対する住民等の予防措置 

1 ［略］ 

2 登山者等の予防措置 

ア・イ ［略］ 

ウ 次の場合は、周囲に声をかけながら、直ちに
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3-2-19 

 

 

 

下山する。 

① ［略］ 

② 噴火警戒レベル２以上 が発表されたとき 

下山する。 

① ［略］ 

② 噴火警報（居住地域）若しくは噴火警報又

は噴火警報（火口周辺）若しくは火口周辺警

報 が発表されたとき 

③ ［略］ ③ ［略］ 

④ 噴火速報が発表されたとき 

修正 

理由 

○ 火山災害対策特別措置法の改正に伴い、市町村は、警戒地域ごとに、避難計画を策定し、その内

容を市町村地域防災計画に定めることについて規定するもの 

○ 火山災害対策特別措置法の改正に伴い、避難促進施設の所有者又は管理者が作成する避難確保計

画について規定するもの 

○ 県及び市町村は、登山者等に対して、登山者カードの記入、いわてモバイルメールへの登録等を

行うよう、広報を行うことについて規定するもの 

○ 登山者等の予防措置について見直しを行ったもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

新設 

3-3-12 

の前 

 

 

第 1節の 2 広域防災拠点活動計画 

 

第 1 基本方針 

1 県は、大規模災害が発生した場合において、

災害応急対策のため、必要があると認めるとき

は、広域防災拠点を開設する。 

2 広域防災拠点は、県内で発生する大規模災害

に対応する機能が集約された「全県拠点」とし

ての広域支援拠点及び支援部隊が集結するな

ど被災地支援の「前進基地」としての後方支援

拠点により構成する。 

 

 第 2 広域防災拠点の開設等 

 県本部長、市町村本部長、広域防災拠点の管理

者等は、「岩手県広域防災拠点運用マニュアル」

に基づき、広域防災拠点の開設等を行う。 

1 開設基準 

 災害の種類 開設基準  

 火山災害 噴火警報（居住地域）のうち噴火

警戒レベル４以上（噴火警戒レベ

ルが運用されている火山に限

る。）又は噴火警報（居住地域）

が発表（噴火警戒レベルが運用さ

れていない火山を除く。）され、

県災害対策本部全職員配備（３

号）が発令された場合 

2 広域防災拠点の開設 

 【本編・第 3 章・第 1 節の 2・第 2・2 参照】 

3 広域防災拠点の運営 

 【本編・第 3 章・第 1 節の 2・第 2・3 参照】 

4 廃止基準 

 【本編・第 3 章・第 1 節の 2・第 2・4 参照】 

 

第 3 広域防災拠点 

 

1 広域支援拠点 

 【本編・第 3 章・第 1 節の 2・第 3・1 参照】 

2 後方支援拠点 

 【本編・第 3 章・第 1 節の 2・第 3・2 参照】 

修正 

理由 

○ 広域防災拠点の運用を開始することから、広域防災拠点活動計画を新設するもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-12 

 

 

 

 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び伝達 

火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

(1)火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び伝達 

火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

(1)火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

 種類 内容   種類 内容  

  ［略］    ［略］  

 噴火予報 噴火警報を解除する場合、または

火山活動が静穏（平常 ）な状態

が続くことを知らせる場合にそ

の旨を発表。 

  噴火予報 噴火警報を解除する場合、または

火山活動が静穏（活火山であるこ

とに留意 ）な状態が続くことを知

らせる場合にその旨を発表。 

 

 降灰予報 噴煙の高さが 3千メートル以上、

あるいは噴火警戒レベル 3 相当

以上の噴火など、一定規模以上の

噴火が発生した場合に、噴火発生

から概ね 6 時間後までに火山灰

が降ると予想される地域を 発

表。 

  降灰予報

（定時） 

噴火警報発表中の火山で、予想さ

れる噴火により住民等に影響を及

ぼす降灰のおそれがある場合にお

いて、噴火の発生に関わらず、一

定規模の噴火を仮定して、18時間

先（3 時間ごと）までに噴火した

場合に予想される降灰範囲や小さ

な噴石の落下範囲について定期的

に 発表。 

 

   降灰予報

(速報) 

予想される降灰量分布（市町村単

位）、小さな噴石の落下範囲等につ

いて、噴火後速やかに（５～10分

程度）発表。 

 

   降灰予報

(詳細) 

予想される降灰範囲や降灰量（市

町村単位）、降灰開始時間につい

て、噴火後（20分から 30分程度）

に発表。 

 

  ［略］    ［略］  

 火山現象に

関する情報

等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外

に、火山活動の状況等をお知らせ

するための情報等で、気象庁及び

仙台管区気象台が発表。 

 

 

 

  火山現象に

関する情報

等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外

に、火山活動の状況等をお知らせ

するための情報等で、気象庁及び

仙台管区気象台が発表。 

臨時に発表する際は、火山活動の

リスクの高まりが伝わるよう、臨

時の発表であることを明示して発
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3-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-15 

 

・ ［略］ 

表。 

・ ［略］ 

   噴火速報 常時観測火山において、初めて噴

火した場合又は継続的に噴火して

いる火山でそれまでの規模を上回

る噴火を確認した場合に発表。視

界不良により遠望カメラでの確認

ができない場合でも、地震計や空

振計のデータで推定できる場合

は、「噴火したもよう」として発表。 

 

ア 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴

火警報・噴火予報 

ア 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴

火警報・噴火予報 

 
名称 

対 象 範

囲 

噴火警戒レベル 

（キーワード） 

発表基

準 

  
名称 

対象範

囲 

噴火警戒レベル 

（キーワード） 

発 表 基

準 

 

  ［略］    ［略］  

 噴火

予報 

 ［略］ レベル１ 

（平常 ） 

 ［略］   噴 火

予報 

 ［略］ レベル１ 

（活火山であるこ

とに留意 ） 

 ［略］  

イ 噴火警戒レベルが運用されていない火山の

噴火警報・噴火予報 

イ 噴火警戒レベルが運用されていない火山の

噴火警報・噴火予報 

 
名称 

対 象 範

囲 
キーワード 

発表基

準 

  
名称 

対象範

囲 
キーワード 

発 表 基

準 

 

  ［略］    ［略］  

 噴火

予報 

 ［略］ 平常  ［略］   噴火

予報 

 ［略］ 活火山であること

に留意 

 ［略］  

 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

(1) 気象予報・警報等の種類 

火山情報 及び気象予報・警報等の種類及びそ

の内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

(1) 気象予報・警報等の種類 

地震情報 及び気象予報・警報等の種類及びその

内容は、次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

 

 

3-3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 種類 内容   種類 内容  

 ［略］    ［略］ 

地
震
に
関
す
る
情
報 

各地の震

度に関す

る情報 

 ［略］   

地
震
に
関
す
る
情
報 

各地の震

度に関す

る情報 

 ［略］ 

その他の

情報 

○発表基準 

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発した

場合など 

○内容 

顕著な地震の震源要素更新

のお知らせや地震が多発した
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3-3-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-21 

場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 

推計震度

分布図 

 ［略］   推計震度

分布図 

 ［略］ 

遠地地震

に関する

情報 

 ［略］   遠地地震

に関する

情報 

 ［略］ 

  その他の

情報 

○発表基準 

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発した

場合等 

○内容 

顕著な地震の震源要素更新

のお知らせや地震が多発した

場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 

 注）※ 震度速報は、盛岡地方気象台から直接

の伝達は行わない。 

イ・ウ ［略］ 

(2) 伝達系統 

   火山に関する予報・警報・情報及び気象予

報・警報等の発表機関及び伝達系統は、次の

とおりとする。 

 

 

イ・ウ ［略］ 

(2) 伝達系統 

   火山に関する予報・警報・情報及び気象予

報・警報等の発表機関及び伝達系統は、次の

とおりとする。 

 予報・警報等の区

分 

発表

機関 
伝達系統   種類 

発表

機関 
伝達系統 

 

  ［略］    ［略］ 

 気象、洪水について

の予報及び警報並

びに火災気象通報 

[略］ 気象予報・警報 伝

達系統図（資料編

3-2-3）のとおり。 

  気象、洪水について

の予報及び警報並

びに火災気象通報 

[略］ 気象警報等 伝達

系統図（資料編

3-2-3）のとおり。 

 

  ［略］    ［略］  

 火災警報 [略］ 気象予報・警報 伝

達系統図（資料

編 3-2-3）のとお

り。 

 火災警報 [略］ 火災気象通報・火

災警報 伝達系統

図（資料編3-2-11）

のとおり。 

 

(3) ［略］ 

(4) 県の措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 気象予報・警報等の通知又は通報は、原則

として「総合防災情報ネットワーク」による

一斉通報により行う。 

 

 

 

 ○ 県及び市町村は相互に連携を図りながら、

(3) ［略］ 

(4) 県の措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 気象予報・警報等の通知又は通報は、原則

として「総合防災情報ネットワーク」による

一斉通報により行う。 

 ○ 噴火警報及び気象特別警報等については、

「全国瞬時警報システム」（Ｊアラート）を

活用し、入手・伝達経路の複数化を図る。 

 ○ 県及び市町村は相互に連携を図りながら、
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受領した火山に関する予報・警報・情報等に

ついて、ホームページ、いわてモバイルメー

ル、緊急速報メール等を活用し、住民等に周

知する。 

(5) 市町村の措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 市町村長は、特別警報に位置付けられる噴

火警報（居住地域）又は 噴火警報を受領し

た場合は、直ちに、その内容を地域内の住民、

団体等に周知するともに、その内容を関係機

関に通知する。 

 ○ ［略］ 

(6) ［略］ 

3 ［略］ 

受領した火山に関する予報・警報・情報等に

ついて、ホームページ、いわてモバイルメー

ル、緊急速報メール等を活用し、住民等に周

知する。 

(5) 市町村の措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 市町村長は、気象特別警報又は 特別警報に

位置付けられる噴火警報（居住地域）若しく

は 噴火警報を受領した場合は、直ちに、その

内容を地域内の住民、団体等に周知するとも

に、その内容を関係機関に通知する。 

 ○ ［略］ 

(6) ［略］ 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ Ｊアラートを活用した情報の入手・伝達経路の複数化について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-28 

 

第 6節 災害予測図修正計画 

 

第 1 基本方針 

災害の状況は、噴火形態や積雪量等の条件によ

り、防災マップに示すものと大きく異なる可能性

がある。 

噴火発生後に詳細な状況把握に基づいた再シ

ミュレーションを行うことは、その後の各種の防

災対応を実施するうえで非常に有効である。 

再シミュレーションを行うために必要な地形

変化を把握することが重要であり、国、県その他

の防災関係機関は噴火発生後に災害予測図の修

正を行い、その結果を受けて、国、県、市町村そ

の他の防災関係機関は、対策について再検討す

る。 

 

第 2 修正計画等 

1 修正計画 

国、県その他の防災関係機関は、あらかじめ土

石流等に関する再シミュレーションの実施計画

を策定する。 

計画は、以下の点に留意をして策定する。 

(1) 火山灰たい積状況に関する調査結果の収 

  集 

(2) 再シミュレーションに必要な地形データ

等の事前準備 

(3) 再シミュレーション結果に関する情報伝

達体制及び情報伝達手段 

2  修正に基づく対策 

国、県、市町村その他の防災関係機関は、災害

予測図の修正結果をもとに、対策の手順を再検討

する。 

第 6節 削除 

 

修正 

理由 

○ 本節の内容については、第 1 節「火山防災協議会活動計画」に含むこととしたことから、削除

する。 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-29 

 

 

 

 

 

3-3-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 
実施機関 

広報広聴活

動の内容 

  
実施機関 

広報広聴活

動の内容 

 

  ［略］    ［略］ 

 東日本電信電話(株)岩手支店 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ(株) 

ソフトバンクテレコム(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモバイル(株) 

 ［略］   東日本電信電話(株)岩手支店 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ(株) 

 

(株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンク(株) 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

  

修正 

理由 

○ 指定公共機関の合併等に伴い、所要の修正をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-55 

第 18 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民等の生命、身体の安全を確

保するため、迅速かつ的確に注意喚起、避難

勧告及び指示並びに屋内での待避等の安全確

保措置の指示（以下本節中「避難勧告等」と

いう。）を行うとともに、避難支援従事者の安

全を確保しながら、避難誘導を行う。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等の内容 

 

○ ［略］ 

○ 市町村は、火山現象の高まりに応じて適切

に避難対象地域を拡大しながら、段階的な避

難勧告等を行うよう努める。 

 

 

 

2・3 ［略］ 

 

 

 

 

4 避難所の設置、運営 

(1) 避難所の設置 

 ○ ［略］ 

 ○ 避難所収容 の対象となる者は、次に掲げ

る者とする。 

  ［略］ 

(2)～(4) ［略］ 

 

5 帰宅困難者対策 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・5 参照】 

6 避難所以外の生活困難者の把握 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・6 参照】 

7 広域一時滞在 

第 18 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民 、登山者 等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に注意喚

起、避難勧告及び指示並びに屋内での待避等

の安全確保措置の指示（以下本節中「避難勧

告等」という。）を行うとともに、避難支援従

事者の安全を確保しながら、避難誘導を行う。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等の内容 

 

○ ［略］ 

○ 市町村は 、火山防災協議会において協議さ

れた火山ハザードマップ及び避難計画等を参

考にしつつ 、火山現象の高まりに応じて適切

に避難対象地域を拡大しながら、段階的な避

難勧告等を行うよう努める。 

 

2・3 ［略］ 

 

4 避難場所の開設 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・4参照】 

 

5 避難所の設置、運営 

(1) 避難所の設置 

 ○ ［略］ 

 ○ 避難所での受入れ の対象となる者は、次

に掲げる者とする。 

  ［略］ 

(2)～(4) ［略］ 

 

6 帰宅困難者対策 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・6 参照】 

7 避難所以外の生活困難者の把握 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・7 参照】 

8 広域一時滞在 
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【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・7 参照】 

8 住民等に対する情報等の提供体制 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・8 参照】 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・8 参照】 

9 住民等に対する情報等の提供体制 

【本編・第 3 章・第 15 節・第 3・9 参照】 

修正 

理由 

○ 災害発生時における、登山者の安全確保について規定するもの 

○ 市町村は、避難勧告等の発令に当たっては、火山ハザードマップ及び避難計画等を参考にする

よう規定するもの。 

○ 所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-72 

 

 

 

 

 

3-3-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-74 

第 29 節 農畜産物応急対策計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 畜産対策 

(1) 協力機関 

○ 地方支部農林班は、次の関係機関の協力

を得て、畜産対策を実施する。 

第 29 節 農畜産物応急対策計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 畜産対策 

(1) 協力機関 

○ 地方支部農林班は、次の関係機関の協力

を得て、畜産対策を実施する。 

 ア・イ ［略］ 

ウ 県農業共済組合連合会 

エ ［略］ 

オ 農業共済組合 

カ 獣医師会 

キ 地域自衛防疫協議会 

  ア・イ ［略］ 

ウ 県農業共済組合 

エ ［略］ 

 

オ 県獣医師会 

カ 地域自衛防疫協議会 

 

(2)～(5) ［略］ 

(6) 飼料等の確保 

 ○ 避難家畜に対する飼料、藁等が現地にお

いて調達できないときは、次の方法により

確保する。 

ア・イ ［略］ 

ウ 県本部長は、政府保有の麦類、ふすま

等の放出を要請するほか、県経済農業協

同組合連合会 又は大口の飼料取扱業者に

対して、必要数量の確保、供給について

要請する。 

エ ［略］ 

(7)・(8) ［略］ 

(2)～(5) ［略］ 

(6) 飼料等の確保 

 ○ 避難家畜に対する飼料、藁等が現地にお

いて調達できないときは、次の方法により

確保する。 

ア・イ ［略］ 

ウ 県本部長は、政府保有の麦類、ふすま

等の放出を要請するほか、全国農業協同

組合連合会岩手県本部 又は大口の飼料取

扱業者に対して、必要数量の確保、供給

について要請する。 

エ ［略］ 

(7)・(8) ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-75 

 

 

 

 

 

第 30 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 ［略］ 

 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措

置及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次の

とおりとする。 

(1) ［略］ 

(2) 河川管理施設 

第 30 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 ［略］ 

 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措

置及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次の

とおりとする。 

(1) ［略］ 

(2) 河川管理施設 

  ［略］    ［略］  

 国土交通省（北上川ダ

ム統合管理事務所四十

四田・御所・田瀬・湯

田・石淵ダム管理支所） 

四十四田ダム、御所

ダム、田瀬ダム、湯

田ダム、石淵ダム の

河川管理施設 

  国土交通省（北上川ダ

ム統合管理事務所四十

四田・御所・田瀬・湯

田・胆沢ダム管理支所） 

四十四田ダム、御所

ダム、田瀬ダム、湯

田ダム、胆沢ダム

の河川管理施設 

 

  ［略］    ［略］  

(3)・(4) ［略］ 

 

3 ［略］ 

(3)・(4) ［略］ 

 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 胆沢ダムの完成に伴い、所要の修正をするもの 
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